
開 催 日 令和２年１２月２２日 （火曜日）

開催場所 市長公室

開始時間 午前　　　１０時００分

終了時間 午前　　　１１時００分

庁議内容

付　議 1

2

3

副市長

（１３名） 教育長

政策経営部長

行政管理部長

健康福祉部長

子ども家庭部長

生活環境部長

都市整備部長

都市整備部参事

会計管理者

議会事務局長

教育次長

生涯学習・文化・スポーツ推進担当部長

代理出席者

令和3年1月13日庁議資料

国立市総合防災計画の修正について

国土強靭化地域計画の策定について

令和2年度第23回庁議　議事要旨（記録）

【付　議】
１．国立市総合防災計画の修正について
　・説明員：防災安全課長
　（内容は別紙「庁議付議事案　審議要旨」のとおり）

２．国土強靭化地域計画の策定について
　・説明員：政策経営課長
　（内容は別紙「庁議付議事案　審議要旨」のとおり）

３．第５期基本構想第２次基本計画の修正について
　・説明員：政策経営課長
　（内容は別紙「庁議付議事案　審議要旨」のとおり）

出席者（１３名）

庁議メンバー

第５期基本構想第２次基本計画の修正につい
て



議事要旨公開・時限非公開の別
①
②

庁議付議事案　審議要旨（記録）（令和２年１２月２２日開催） 令和3年1月13日庁議資料

　付議事案名 ：国立市総合防災計画の修正について 　提案課　行政管理部　防災安全課

決裁後公開します （※②をチェックした場合、その理由）

（庁議で集約）後公開します

１．付議事案の概要 ３．主な意見・質疑・確認事項等
１．付議目的（理由）
　　市・都及び関係機関並びに市民が連携してその有する全機能を発揮し、市の地域
　における減災対策、応急対策及び復旧・復興対策を適切に実施することにより、市
　民の生命、身体及び財産を災害から保護することを目的として平成２７年１１月に
　修正された国立市総合防災計画について、計画策定から概ね５年が経過したことか
　ら、計画の修正を実施するにことについて庁内の合意を得るために付議するもので
　ある。

２．経過及び現状
　　平成２７年１１月：国立市総合防災計画修正
　　令和 元 年 ７ 月：東京都地域防災計画（地震編）修正
　　令和 ２ 年１２月：国立市防災対策等推進会議開催
　　令和 ３ 年 ２ 月：東京都地域防災計画（風水害編）決定・公表予定

３．具体的な措置
　　計画の修正概要及びスケジュールについて、令和３年国立市議会第１回定例会総
　務文教委員会及び令和３年度第１回国立市防災会議において報告を行う。

特になし。

２．集約

原案の内容で確認し、事務を行っていく。



議事要旨公開・時限非公開の別
①
② （庁議で集約）後公開します

１．付議事案の概要 ３．主な意見・質疑・確認事項等
１．付議目的（理由）
　　国土強靭化基本法第 13 条の規定により、国土強靭化地域計画を策定するため、
　その策定体制や策定時期等について全庁的な合意形成を図るため付議するものであ
　る。

２．経過及び現状
　（１） 平成２５年１１月・・国土強靭化基本法の制定
　（２） 平成２６年６月・・・国土強靭化基本計画策定（平成３０年１２月見直
　　　　　　　　　　　　　　 し）
  （３） 平成２８年１月・・・東京都国土強靭化地域計画策定

３．具体的な措置
    別紙「国土強靭化地域計画の策定について」の内容を庁議で確認し、決裁により
  決定後、第２次基本計画や修正を行う総合防災計画等との整合を図りつつ、令和４
  年度中の計画策定に向けて事務を進める。

特になし。

２．集約

原案の内容で確認し、事務を行っていく。

庁議付議事案　審議要旨（記録）（令和２年１２月２２日開催） 令和3年1月13日庁議資料

　付議事案名 ：国土強靭化地域計画の策定について 　提案課　政策経営部　政策経営課

決裁後公開します （※②をチェックした場合、その理由）



議事要旨公開・時限非公開の別
①
② （庁議で集約）後公開します

１．付議事案の概要 ３．主な意見・質疑・確認事項等
１．付議目的（理由）
    第５期基本構想第２次基本計画は令和２年５月に計画決定したところである。し
  かしながら計画決定直前に発生した新型コロナウイルス感染症による影響について
  は反映できていない。ついては、計画を再度点検し、必要に応じて修正を行うべ
  く、その方針について全庁的な合意形成を図るため付議するものである。

２．経過及び現状
   （１） 平成３０年１２月・・第５期基本構想第２次基本計画策定に着手
   （２） 令和２年５月・・・・計画決定

３．具体的な措置
    別紙「第５期基本構想第２次基本計画の修正について」の内容を庁議で確認し、
  決裁により決定後、庁内向けの書面調査を実施して検討を進める。令和３年５月頃
  までに計画案を作成し、パブリックコメントを実施したのち、令和３年１０月の計
  画修正を目指す。

特になし。

２．集約

原案の内容で確認し、事務を行っていく。

庁議付議事案　審議要旨（記録）（令和２年１２月２２日開催） 令和3年1月13日庁議資料

　付議事案名 ：第５期基本構想第２次基本計画の修正について 　提案課　政策経営部　政策経営課

決裁後公開します （※②をチェックした場合、その理由）


